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   墨田区営住宅条例等の一部を改正する条例 

 （墨田区営住宅条例の一部改正） 

第１条 墨田区営住宅条例（平成９年墨田区条例第２１号）の一部を次のように改正

 する。 

  第１０条第１項第１号中「資格を有する連帯保証人が連署する」を削り、同号た

だし書を削る。 

  第１７条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

  第３８条第４項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

 （墨田区高齢者個室借上げ住宅条例の一部改正） 

第２条 墨田区高齢者個室借上げ住宅条例（平成２年墨田区条例第２７号）の一部を

 次のように改正する。 

  第７条第１項第１号中「資格を有する連帯保証人が連署する」を削り、同号ただ

し書を削る。 

  第１１条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

   ただし、第１号に掲げる費用にあっては、区長が特別の事情があると認めると

きは、この限りでない。 

 （墨田区シルバーピア条例の一部改正） 

第３条 墨田区シルバーピア条例（平成９年墨田区条例第２２号）の一部を次のよう

 に改正する。 

  第９条第１項第１号中「資格を有する連帯保証人が連署する」を削り、同号ただ

し書を削る。 

  第１６条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

  第３６条第５項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

 （墨田区コミュニティ住宅条例の一部改正） 

第４条 墨田区コミュニティ住宅条例（平成２年墨田区条例第１２号）の一部を次の

 ように改正する。 



  第６条第２項第１号中「資格を有する連帯保証人の連署する」を削り、同号ただ

し書を削る。 

  第１０条の２第１項及び第１１条第１項第４号中「使用者」の次に「及び同居者」 

 を加える。 

  第１９条第２項中「理由」を「事由」に改め、「使用者は、」の次に「自己の負

担において」を加え、同項に次のただし書を加える。 

   ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

  第２０条中「理由」を「事情」に改める。 

  第２３条第１項中「当該使用者」の次に「及び同居者」を加える。 

  第２５条第１項中「基づき、使用者」の次に「及び同居者」を加え、同条第４項

中「使用者」の次に「及び同居者」を加え、同条第５項中「掲げる使用者」の次に

「及び同居者」を加える。 

  別表第３中「使用者」の次に「及び同居者」を、「収入」の次に「の区分」を加

える。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （墨田区営住宅条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の墨田区営住宅条例（以下この条において「新条

例」という。）第１０条第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に墨田区営住宅条例第１０条第３項の規定による使用の許可を受ける

者から適用する。 

２ 施行日前に提出された請書のうち、施行日以後の墨田区営住宅条例第１０条第３

項の規定による使用の許可に係るものについては、新条例第１０条第１項の規定に

より提出された請書とみなす。 

３ 新条例第３８条第４項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る支払期後の

利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る支払期後の利息については、

なお従前の例による。 



 （墨田区高齢者個室借上げ住宅条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 第２条の規定による改正後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例（次項におい

て「新条例」という。）第７条第１項の規定は、施行日以後に墨田区高齢者個室借

上げ住宅条例第７条第３項の規定による使用の承認を受ける者から適用する。 

２ 施行日前に提出された請書のうち、施行日以後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条

例第７条第３項の規定による使用の承認に係るものについては、新条例第７条第１

項の規定により提出された請書とみなす。 

 （墨田区シルバーピア条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 第３条の規定による改正後の墨田区シルバーピア条例（以下この条において

「新条例」という。）第９条第１項の規定は、施行日以後に墨田区シルバーピア条

例第９条第３項の規定による使用の許可を受ける者から適用する。 

２ 施行日前に提出された請書のうち、施行日以後の墨田区シルバーピア条例第９条

第３項の規定による使用の許可に係るものについては、新条例第９条第１項の規定

により提出された請書とみなす。 

３ 新条例第３６条第５項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る支払期後の

利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る支払期後の利息については、

なお従前の例による。 

 （墨田区コミュニティ住宅条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 第４条の規定による改正後の墨田区コミュニティ住宅条例（次項において 

 「新条例」という。）第６条第２項の規定は、施行日以後に墨田区コミュニティ住

宅条例第６条第３項の規定による使用の許可を受ける者から適用する。 

２ 施行日前に提出された請書のうち、施行日以後の墨田区コミュニティ住宅条例第

６条第３項の規定による使用の許可に係るものについては、新条例第６条第２項の

規定により提出された請書とみなす。 


